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(57)【要約】
【課題】　有機性廃棄物を処理する際に、メタンガスの
発生量を増量することができて、かつ、汚泥の発生量を
減少せしめることができ、しかも、着色反応も起き難く
、更には、廃棄物からのリンの回収量を劇的に増加させ
ることができる有機性廃棄物のメタン発酵処理方法を提
供すること。
【解決手段】　有機性廃棄物Ａをメタン発酵槽１に送入
し、嫌気状態で微生物学的に分解処理してメタンガスを
発生せしめ、
このメタン発酵槽１から発酵液Ｂを酸加熱処理装置２に
送って、当該発酵液Ｂに無機酸を加えて、かつ、加熱処
理するとともに、
この酸加熱処理装置２において発生した酸加熱処理液Ｃ
を前記メタン発酵槽１に再び送還せしめるという技術的
手段を採用した。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機性廃棄物Ａをメタン発酵槽１に送入し、嫌気状態で微生物学的に分解処理してメタ
ンガスを発生せしめ、
このメタン発酵槽１から発酵液Ｂを酸加熱処理装置２に送って、当該発酵液Ｂに無機酸を
加えて、かつ、加熱処理するとともに、
この酸加熱処理装置２において発生した酸加熱処理液Ｃを前記メタン発酵槽１に再び送還
せしめることを特徴とする有機性廃棄物のメタン発酵処理方法。
【請求項２】
　メタン発酵槽１を、第１メタン発酵槽１Ａおよび第２メタン発酵槽１Ｂの二段式に構成
し、前記第１メタン発酵槽１Ａにおける有機性廃棄物Ａの不完全発酵分を第２メタン発酵
槽１Ｂにおいて分解処理してメタンガスを発生せしめることを特徴とする請求項１記載の
有機性廃棄物のメタン発酵処理方法。
【請求項３】
　メタン発酵槽１から排出された発酵液Ｂを沈殿分離槽３に送って、発酵液Ｂに含有した
固形分を沈殿せしめて、この沈殿物Ｄを酸加熱処理装置２に送る一方、
残りの排出液Ｅを排出することを特徴とする請求項１または２記載の有機性廃棄物のメタ
ン発酵処理方法。
【請求項４】
　メタン発酵槽１から発酵液Ｂを固液分離装置４に送って、この発酵液Ｂを液体分Ｆおよ
び濃縮物Ｇとに分離し、この濃縮物Ｇを酸加熱処理装置２に送ることを特徴とする請求項
１～３の何れか一つに記載の有機性廃棄物のメタン発酵処理方法。
【請求項５】
　メタン発酵槽１を、第１メタン発酵槽１Ａおよび第２メタン発酵槽１Ｂの二段式に構成
し、第２メタン発酵槽１Ｂからの発酵液Ｂ′を固液分離装置４に送って、この発酵液Ｂを
液体分Ｆおよび濃縮物Ｇとに分離し、この濃縮物Ｇを酸加熱処理装置２に送ることを特徴
とする請求項１～４の何れか一つに記載の有機性廃棄物のメタン発酵処理方法。
【請求項６】
　酸加熱処理装置２から発生した酸加熱処理液Ｃから固体残渣を排出することを特徴とす
る請求項１～５の何れか一つに記載の有機性廃棄物のメタン発酵処理方法。
【請求項７】
　酸加熱処理装置２において、塩酸を加えることを特徴とする請求項１～６の何れか一つ
に記載の有機性廃棄物のメタン発酵処理方法。
【請求項８】
　酸加熱処理装置２において、硫酸を加えることを特徴とする請求項１～６の何れか一つ
に記載の有機性廃棄物のメタン発酵処理方法。
【請求項９】
　メタン発酵槽１において、有機性廃棄物Ａ中の含有物、または硫酸塩還元反応により発
生した硫化物を、脱硫装置を用いて除去することを特徴とする請求項１～８の何れか一つ
に記載の有機性廃棄物のメタン発酵処理方法。
【請求項１０】
　酸加熱処理装置２における加熱温度を４０℃以上にすることを特徴とする請求項１～９
の何れか一つに記載の有機性廃棄物のメタン発酵処理方法。
【請求項１１】
　酸加熱処理装置２における酸処理をｐＨ６以下の無機酸処理をすることを特徴とする請
求項１～１０の何れか一つに記載の有機性廃棄物のメタン発酵処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機性廃棄物の処理方法の改良、更に詳しくは、有機性廃棄物を処理する際
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に、メタンガスの発生量を増量することができて、かつ、汚泥の発生量を減少せしめるこ
とができ、しかも、着色反応も起き難く、更には、廃棄物からのリンの回収量を劇的に増
加させることができる有機性廃棄物のメタン発酵処理方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　周知のとおり、有機性廃棄物のメタン発酵処理とは、有機物を分解しながら最終産物と
してメタンガス（ＣＨ４）を生成することができ、さらに分解されなかった残渣も有機肥
料やセメント原料などとして再利用できる微生物学的処理方法であることから、環境保全
とバイオマスのエネルギー転換を兼ねた２１世紀にふさわしい技術であると言える。
【０００３】
　ところで、この有機性廃棄物は、種類によってメタン発酵処理における分解性が大きく
異なる。例えば、生ゴミのように分解しやすい有機性廃棄物は８０％以上の分解性を得る
ことができるが、汚泥、し尿、家畜糞尿などの大半の有機性廃棄物の分解性はそれより低
く、例えば、下水汚泥の場合には平均的に５０％程度である。
【０００４】
　したがって、メタン発酵処理してもまだ大量の発酵残渣が残ることとなり、その再利用
が図られているものの、産業廃棄物として焼却や埋め立てなどの最終処分が避けられない
状況にある。
【０００５】
　このように、嫌気性微生物のみによる分解では限界があるため、これに加え、物理的、
化学的、あるいは生物学的処理の併用が検討されてきた。その代表的なものには、加熱処
理、酸またはアルカリ処理、ボールミルやホモジナイザー等の機械的処理、オゾンや過酸
化水素等を用いる化学的酸化処理、高温好気性細菌や酵素などを用いる生物学的処理や二
種類以上の処理を組み合わせる方法などがある。しかしながら、これらほとんどの方法は
多量のエネルギーを必要とし、費用対効果に乏しいという不満がある。
【０００６】
　また、上記の付加的処理のうち、既往の研究によって、加熱処理にｐＨ調整を組み合わ
せると固形物分解性が向上することが知られており、その場合のｐＨは、圧倒的にアルカ
リ側が良いと考えられていた（特許文献１参照）。
【０００７】
　しかしながら、本発明者の研究において、その後の汚泥脱水の悪化や加熱処理に伴う着
色反応（メイラード反応）はアルカリ側で著しいことが明らかとなった。したがって、ア
ルカリ性下における加熱処理は、メタン発酵処理システム全体として必ずしも優れていな
い。
【特許文献１】特開２００５－１８６０２２号公報（第５－１０頁、図３－５）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、従来の処理方法に上記のような問題があったことに鑑みて為されたものであ
り、その目的とするところは、有機性廃棄物を処理する際に、メタンガスの発生量を増量
することができて、かつ、汚泥の発生量を減少せしめることができ、しかも、着色反応も
起き難く、更には、廃棄物からのリンの回収量を劇的に増加させることができる有機性廃
棄物のメタン発酵処理方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者が上記課題を解決するために採用した手段を添付図面を参照して説明すれば次
のとおりである。
【００１０】
　即ち、本発明は、有機性廃棄物Ａをメタン発酵槽１に送入し、嫌気状態で微生物学的に
分解処理してメタンガスを発生せしめ、
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このメタン発酵槽１から発酵液Ｂを酸加熱処理装置２に送って、当該発酵液Ｂに無機酸を
加えて、かつ、加熱処理するとともに、
この酸加熱処理装置２において発生した酸加熱処理液Ｃを前記メタン発酵槽１に再び送還
せしめるという技術的手段を採用した。
【００１１】
　また、本発明は、上記課題を解決するために、必要に応じて上記手段に加え、メタン発
酵槽１を、第１メタン発酵槽１Ａおよび第２メタン発酵槽１Ｂの二段式に構成し、前記第
１メタン発酵槽１Ａにおける有機性廃棄物Ａの不完全発酵分を第２メタン発酵槽１Ｂにお
いて分解処理してメタンガスを発生せしめるという技術的手段を採用した。
【００１２】
　更にまた、本発明は、上記課題を解決するために、必要に応じて上記手段に加え、メタ
ン発酵槽１から排出された発酵液Ｂを沈殿分離槽３に送って、発酵液Ｂに含有した固形分
を沈殿せしめて、この沈殿物Ｄを酸加熱処理装置２に送る一方、
残りの排出液Ｅを排出するという技術的手段を採用した。
【００１３】
　更にまた、本発明は、上記課題を解決するために、必要に応じて上記手段に加え、メタ
ン発酵槽１から発酵液Ｂを固液分離装置４に送って、この発酵液Ｂを液体分Ｆおよび濃縮
物Ｇとに分離し、この濃縮物Ｇを酸加熱処理装置２に送るという技術的手段を採用した。
【００１４】
　更にまた、本発明は、上記課題を解決するために、必要に応じて上記手段に加え、メタ
ン発酵槽１を、第１メタン発酵槽１Ａおよび第２メタン発酵槽１Ｂの二段式に構成し、第
２メタン発酵槽１Ｂからの発酵液Ｂ′を固液分離装置４に送って、この発酵液Ｂを液体分
Ｆおよび濃縮物Ｇとに分離し、この濃縮物Ｇを酸加熱処理装置２に送るという技術的手段
を採用した。
【００１５】
　更にまた、本発明は、上記課題を解決するために、必要に応じて上記手段に加え、酸加
熱処理装置２から発生した酸加熱処理液Ｃから固体残渣を排出するという技術的手段を採
用した。
【００１６】
　更にまた、本発明は、上記課題を解決するために、必要に応じて上記手段に加え、酸加
熱処理装置２において、塩酸あるいは硫酸を加えるという技術的手段を採用した。
【００１７】
　更にまた、本発明は、上記課題を解決するために、必要に応じて上記手段に加え、メタ
ン発酵槽１において、有機性廃棄物Ａ中の含有物、または硫酸塩還元反応により発生した
硫化物を、脱硫装置を用いて除去するという技術的手段を採用した。
【００１８】
　更にまた、本発明は、上記課題を解決するために、必要に応じて上記手段に加え、酸加
熱処理装置２における加熱温度を４０℃以上にするという技術的手段を採用した。
【００１９】
　更にまた、本発明は、上記課題を解決するために、必要に応じて上記手段に加え、酸加
熱処理装置２における酸処理をｐＨ６以下の無機酸処理をするという技術的手段を採用し
た。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明にあっては、有機性廃棄物をメタン発酵槽に送入し、嫌気状態で微生物学的に分
解処理してメタンガスを発生せしめ、このメタン発酵槽から発酵液を酸加熱処理装置に送
って、当該発酵液に無機酸を加えて、かつ、加熱処理するとともに、この酸加熱処理装置
において発生した酸加熱処理液を前記メタン発酵槽に再び送還せしめることによって、有
機性廃棄物を高効率的に処理することができる。
【００２１】
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　このように、メタン発酵に続いて無機酸による酸加熱処理を組み込むと、微生物学的に
難分解な固形物を酸加熱処理の力を借りて分解・可溶化させ、それをメタン発酵槽に戻す
ことによって、固形物分解性とメタン発生量を高めることができる。また、ｐＨ酸性下で
は、汚泥脱水性の向上と着色反応の抑制が可能となり、システム全体としてのパフォーマ
ンスが改善されることから、実用的利用価値は頗る高いものがある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　本発明を実施するための最良の形態を具体的に図示した図面に基づいて更に詳細に説明
すると、次のとおりである。
【００２３】
　『第１実施形態』
　本発明の第１実施形態を図１から図３に基づいて説明する。図中、符号１で指示するも
のはメタン発酵槽であり、このメタン発酵槽１は、槽内において有機性廃棄物を嫌気状態
で微生物により消化可能なものである。この微生物としては、メタノサルシナ属、メタノ
コッカス属、メタノバクテリウム属などを選択することができる。
【００２４】
　また、符号２で指示するものは酸加熱処理装置であり、この酸加熱処理装置２は、例え
ば、ポンプなどにより装置内に強酸を添加可能であって、かつ、電熱ヒーターや熱交換器
、高温水蒸気噴射などの加熱機構を備えている。
【００２５】
　本発明のメタン発酵処理方法の具体的手順を以下に説明する。まず、有機性廃棄物Ａを
メタン発酵槽１に送入し、嫌気状態で微生物学的に分解処理してメタンガスを発生せしめ
る。この有機性廃棄物Ａは、例えば、下排水の処理汚泥、生ごみ、し尿、家畜糞尿、その
他の一般および産業廃棄物類である。また、この際、適宜、メタン発酵槽１の槽内を攪拌
することにより、均一に分解させることもできる。
【００２６】
　次いで、この発酵液Ｂを酸加熱処理装置２に送って、この発酵液Ｂに無機酸として塩酸
または硫酸を加える。本実施形態において、塩酸または硫酸を強酸として採用する理由を
以下に説明する。
【００２７】
　まず、塩酸（ＨＣｌ）を用いた場合は、ステンレスを腐食しやすい性質があるが、微生
物反応が伴わないので、単純にｐＨを低下させる作用のみと考えて良い。このとき、廃棄
物からのリンの回収に関しては、リンの液相への溶出は固形物の分解に比例して増えると
解釈される。したがって、発酵残渣の固形物中にまだリンを多く含むので、そのままで有
機肥料としての再利用や、埋め立て、焼却処分などの最終処分に適している。
【００２８】
　一方、硫酸（Ｈ２ＳＯ４）を用いた場合には、メタン発酵槽内において微生物学的に硫
酸塩還元反応が生じて、硫酸は硫化物に転換される。その分メタン発酵前期物質が消費さ
れ、メタン発生量がやや減少するので、硫酸の投入のし過ぎには注意を要する。なお、セ
ルロースなどの繊維分に対する分解作用が強いので、木質系廃棄物を対象としたメタン発
酵の可能性が期待される。
【００２９】
　また、硫酸塩還元によって生成した硫化物イオンが、固形物中のリン酸イオンと置換し
て、リンの液相への溶出を促進する。この後、リンの回収工程を設ければ、枯渇資源であ
るリンが高効率に、かつ高純度に回収できる。したがって、硫酸は固形物からのリンの除
去、あるいはリンの溶出・回収に適している。例えば、近年増えているセメント原料とし
て下水汚泥再利用する場合には、リンが悪影響を及ぼすことが知られているので、リン含
有量の少ない汚泥が得られる硫酸が適している。
【００３０】
　なお、代表的な強酸としては、硝酸（ＨＮＯ３）が知られているが、硝酸を用いた場合
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には、メタン発酵槽内において微生物学的に脱窒反応が生じ、硝酸は窒素ガスに転換され
る。その分メタン発酵前期物質が消費され、メタン発生量が減少すると同時に、生成した
窒素ガスによってガス中のメタン濃度が低下し好ましくない。
【００３１】
　更に、硝酸は発酵液中に残存しないので、硫酸のようにリンを溶出させる作用がない。
以上より、固形物の分解のみならず、メタンの生成・回収も目的とする限りは、硝酸の利
用にあまりメリットがないと考えられる。
【００３２】
　よって、本実施形態では、強酸として塩酸または硫酸を用いるのである。そして、酸加
熱処理装置２における加熱については、加熱温度を４０℃以上、より好ましくは１７０～
１８０℃で加熱処理することができ、反応をより促進することができる。
【００３３】
　更にまた、本実施形態では、酸加熱処理装置２における前記酸処理をｐＨ６以下で無機
酸処理をすることができる。この際、酸加熱処理におけるｐＨは低いほど効果が高くなる
が、投与する強酸の量そのものが多くなるのに加えて、メタン発酵は中性付近が適正な運
転ｐＨであるため、酸加熱処理時のｐＨが低いとその処理液へのアルカリ剤の添加が必要
となる。少なくとも酸加熱処理時のｐＨが５程度までなら、メタン発酵槽のｐＨはアルカ
リ剤投与なしでも中性が維持されるので、経済的である。
【００３４】
　そして、この酸加熱処理装置２に残留した酸加熱処理液Ｃを前記メタン発酵槽１に再び
送還せしめることにより、処理効率を向上させることができる。なお、酸加熱処理液Ｃは
沈降性、脱水性に優れているので、酸加熱処理液Ｃから、適宜、固形物（残渣：ｃ）を排
出することができる。この固体残渣は廃棄する必要があるが、本実施形態の方法を採用し
たことにより、従来よりも少量しか発生しない。
【００３５】
　また、酸加熱処理装置２において、硫酸を加えることもできる。このように、強酸とし
て硫酸を加える場合には、メタン発酵槽１に再び送還する際に、硫酸に含まれる硫黄分に
よって硫化水素などの有害な硫化物の発生が増加するため、適宜、メタン発酵槽１に脱硫
装置を設置して、当該硫化物を除去できるようにすることが好ましい。なお、この脱硫装
置は、有機性廃棄物Ａの中に元々含まれていた硫化物も除去するものである。
【００３６】
　本実施形態では、図２に示すように、メタン発酵槽１が、第１メタン発酵槽１Ａおよび
第２メタン発酵槽１Ｂの二段式に構成されており、前記第１メタン発酵槽１Ａにおける有
機性廃棄物Ａの不完全発酵分を第２メタン発酵槽１Ｂにおいて分解処理してメタンガスを
発生せしめることができる。
【００３７】
　また、本実施形態では、図３に示すように、メタン発酵槽１から排出された発酵液Ｂを
沈殿分離槽３に送って、発酵液Ｂに含有した固形分を沈殿せしめて、この沈殿物Ｄを酸加
熱処理装置２に送ることができる。発酵液Ｂの汚泥沈降性が良い場合に有効である。なお
、酸加熱処理液Ｃ、沈殿物Ｄからは、適宜、固形物（残渣：ｃ、ｄ）を排出することがで
きる。
【００３８】
　『第２実施形態』
　本発明の第２実施形態を図４および図５に基づいて説明する。本実施形態では、符号４
で指示する固液分離装置を設置する。
【００３９】
　そして、図４に示すように、前記メタン発酵槽１から発酵液Ｂを固液分離装置４に送っ
て、この発酵液Ｂを液体分Ｆおよび濃縮物Ｇとに分離する。本実施形態では、この固液分
離装置４として、高速回転式の遠心濃縮機や、加圧浮上法、膜分離法などを採用すること
ができる。
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【００４０】
　また、図５に示すように、第１実施形態と同様、本実施形態においても、メタン発酵槽
１を、第１メタン発酵槽１Ａおよび第２メタン発酵槽１Ｂの二段式に構成し、前記第１メ
タン発酵槽１Ａにおける有機性廃棄物Ａの不完全発酵分を第２メタン発酵槽１Ｂにおいて
分解処理してメタンガスを発生せしめることもでき、然る後、本実施形態における固液分
離装置４に送ることができる。
【００４１】
　なお、酸加熱処理液Ｃ、濃縮物Ｇからは、適宜、固形物（残渣：ｃ、ｇ）を排出するこ
とができる。
【００４２】
　更にまた、本実施形態では、図示しないが、メタン発酵槽１から排出された発酵液Ｂを
沈殿分離槽３に送って、発酵液Ｂに含有した固形分を沈殿せしめて、この沈殿物Ｄを酸加
熱処理装置２に送ることができ、残りの発酵液Ｂを固液分離装置４に送ることができるよ
うに構成することもできる。
【実施例】
【００４３】
　本実施形態のメタン発酵処理方法による実験結果を以下に示す。なお、従来処理方法と
は、メタン発酵槽１のみの処理に該当する。
　〔実験条件〕
　下水汚泥（ＴＳ濃度約２５ｇ／Ｌ）を処理対象とした一段式メタン発酵、滞溜時間２０
日、発酵温度３５℃、実験期間は塩酸、硫酸それぞれ６３日間
　酸加熱処理条件：１７０℃、１時間、ｐＨ５～６、固液分離装置として遠心濃縮機（２
０００ｒｐｍ、１０分）を使用
　〔実験結果〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　強酸の種類　　従来処理方法との増減比
　汚泥発生量（ＶＴＳ基準）　　　　　塩酸　　　　　　９５％減
　　　　　　　　　　　　　　　　　　硫酸　　　　　　６３％減
　メタン発生量　　　　　　　　　　　塩酸　　　　　　２２％増
　　　　　　　　　　　　　　　　　　硫酸　　　　　　１３％増
　汚泥脱水性（ＣＳＴ／ＳＳ基準）　　塩酸　　　　　　２０％増
　　　　　　　　　　　　　　　　　　硫酸　　　　　　３２％増
　リン溶出量（ＰＯ４-Ｐ濃度基準）　　塩酸　　　　　　　２倍増
　　　　　　　　　　　　　　　　　　硫酸　　　　　　１９倍増
【００４４】
　〔考察〕
　以上の実験結果により、本発明のメタン発酵処理方法によれば、以下の利点が認められ
る。
（１）汚泥発生量が減少するため、最終処分量および処分コストが減少する。
（２）メタン発生量が増加したことにより、利用可能なエネルギーが増量する。
（３）汚泥脱水性が向上するため、凝集剤量を減らすことができる。
（４）リン溶出量が増加したことにより、リンの回収可能な量が大幅に増加する。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の第１実施形態のメタン発酵処理方法の手順を表わす概略図である。
【図２】本発明の第１実施形態の二段式メタン発酵槽を用いた処理方法の手順を表わす概
略図である。
【図３】本発明の第１実施形態の沈殿分離槽を用いた処理方法の手順を表わす概略図であ
る。
【図４】本発明の第２実施形態のメタン発酵処理方法の手順を表わす概略図である。
【図５】本発明の第２実施形態の二段式メタン発酵槽を用いた処理方法の手順を表わす概
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略図である。
【符号の説明】
【００４６】
　１　　メタン発酵槽
　１Ａ　第１メタン発酵槽
　１Ｂ　第２メタン発酵槽
　２　　酸加熱処理装置
　３　　沈殿分離槽
　４　　固液分離装置
　Ａ　　有機性廃棄物
　Ｂ（Ｂ′）　発酵液
　Ｃ　　酸加熱処理液
　Ｄ　　沈殿物
　Ｅ　　排出液
　Ｆ　　液体分
　Ｇ　　濃縮物
　ｃ・ｄ・ｇ　固形物

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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